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住民税の申告会場変更のお知らせののののののののののののののののののののののの のののののののののののののののののののののののの住民税の申告会場変更のお知らせ住民税の申告会場変更のお知らせ

問い合わせ　税務課　参 893－1118

　税務署からのお知らせ
　　国税に関するご相談について
　税務署では、国税に関するご相談のうち、相談内容が複雑で関係書類などにより事実関係を確
認する必要があるものについては、事前にお電話にてご予約いただいた上で、税務署での面接に
より対応しています。
　面接相談をご希望される場合は、自動音声案内に従い、「２」番を選択の上、担当職員にご住所・
お名前・相談内容を伝え、相談日時をご予約ください。
　納税者の皆さんの待ち時間を少なくし、相談を効率よく行うためご予約いただくこととして
いますので、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、国税に関する一般的なご相談については、自動音声案内の「１」番を選択していただけれ
ば、国税局「電話相談センター」の税務相談官がご相談をお受けします。

問い合わせ　伊野税務署　参 ８９３－１１２１

平成24年分の所得の申告は、本庁舎移転にともない本庁舎での会場が
『すこやかセンター伊野』に変更となります。

申告期間
平成２５年２月１２日（火）～３月１５日（金）

※吾北・本川総合支所の申告会場は変更ありません。なお、詳細につい
ては、広報２月号に掲載を予定しています。
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